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明るい選挙への情報紙 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２８年６月に法律が改正され、選挙権年齢が満２０歳から満１８歳に引き下げら

れたことは、ご存じの方も多いと思います。 

 では、選挙権年齢が引き下げられたことで、どのような影響があるのでしょうか？ 

 まず１つとして、新たに１８歳と１９歳の方が有権者となりますので、有権者全体に

占める若者の割合が増え、今まで以上に若者の声が政治に反映されやすくなります。 

 また、１８歳という早い時期に政治に関わることで、政治を身近なものとして捉えや

すくなり、今問題視されている若者の政治離れに歯止めをかけることが期待できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若い方の中には、自分が投票したところで結果は変わらないと考える方もいると思い

ます。ですが、そんなことはありません。例え投票した候補者が当選しなくても、あな

たが投票することで、若年層の投票率は上がり、結果として、政治家が若年層を意識す

るようになります。高齢者に偏った政治が行われていると言われている現状を打開する

ためにも、若い方こそ投票に行きましょう。 

選挙は政治に参加する第１歩です。投票を通してあなたの声を届けましょう！！ 

回 覧 

第３６号  
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皆さん、期日前投票制度をご存じですか？ 

期日前投票制度というのは、投票日当日に投票できない事情がある場合に、投票日よ

りも前に投票することができる制度です。 

期日前投票制度と聞いて、以前の不在者投票制度を思い浮かべた方は、手続きが煩雑

で面倒、条件が厳しくて利用できる人はごく少数に限られる、などと思われた方もいる

かもしれません。ですが、今は違います。手続きは、最初に宣誓書に記入していただく

だけで、あとは通常の投票と同じ流れです。また、条件も以前の不在者投票に比べれば

だいぶ緩和され、利用しやすくなっています。例えば、次のような事情があれば、期日

前投票制度を利用することができるんです！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさんの持っている一票は、とても大切な一票です。ですから、投票日当日に投票に行け

ないというだけで棄権せずに、ぜひ期日前投票制度を活用してください。 

その他にも様々な投票制度がありますので、投票のことでお困りの際は小田原市選挙管理委

員会事務局（℡33-1742）までお問合せください。 

 

 

【持ち物】 

ご持参いただくものは入場整理券だけで構いません。 

(入場整理券を紛失等によりご持参いただけない場合でも期日前投票はご利用いただけます。) 

 

【期日前投票所一覧】※お住まいの地域に関係なく、どの期日前投票所でも投票可能です。 

期日前投票所 場所 期間 

小田原市役所 談話ロビー（２Ｆ） 公示日（告示日）の翌日から投票日の前

日まで 川東タウンセンターマロニエ  エントランスホール（１Ｆ） 

小田原地下街「ハルネ小田原」  うめまる広場 

投票日前６～８日 

※選挙の種類により投票できる期間が

異なります。詳しくは市選挙管理委員

会事務局のホームページをご覧くだ

さい。 

期日前投票制度をご活用ください 

 

仕事 

冠婚葬祭 

旅行 

 

【期日前投票制度を利用できる例】 

期日前投票制度利用案内 
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 このコンクールは、「正しい選挙」「明るい選挙」等の標語を見たり聞いたりすることで、「明るい選挙とは

何か」について先生や家族と一緒に考えて認識を深められるよう、冬休みを利用して作品を募集しています。 

 

  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

                                      

 

                                      

 

                                          

 

                                            

 

都道府県選挙管理委員会連合会では、明るい選挙を推し進める上で役立つ、独創的で印象深 

いイメージポスターを、全国の児童・生徒の皆さんから毎年募集しており、今年度、市内から 

は９校、２７点の応募がありました（全国では１９９校、２，３４３点の応募）。 

また、市内の応募者の中から、神奈川県選挙管理委員会の佳作（小学校の部）に土橋拓馬さ

ん（市立足柄小学校６年）が、佳作（高等学校の部）に二見佳穂さん（県立小田原城北工業高

等学校３年）が選ばれました。おめでとうございます！！ 

 

平成２９年度明るい選挙啓発ポスターコンクール入賞作品発表 

二見
ふ た み

 佳
か

穂
ほ

さん （城北工業高） 

書道作品コンクール入選者発表 

作品を展示するから、みんな見に来てね！  

① ３／６（火）～３／１２（月） 

市立病院 

１階 中央待合ホール横連絡通路 

② ３／１３（火）～３／１９（月） 

川東タウンセンター マロニエ 

１階 エントランスホール 

③ ３／２０（火）～３／２６（月） 

市庁舎 ２階 市民ロビー 

 

選 挙 管 理 委 員 会 賞  

泉
いずみ

莉那
り な

さん(下中小) 

明るい選挙推進協議会賞 

山口
やまぐち

紗
さ

矢
や

さん(報徳小) 

 

市内小学校の５年生に応募

してもらったんだ 

土橋
ど ば し

 拓
たく

馬
ま

さん （足柄小） 

作品写真 

写 真 

審査会の様子 
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４月 啓発リーフレットを１８歳の市民に送付 

６月 常任委員会の開催 

８月 常任委員会の開催 

１０月 

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官

国民審査の街頭啓発を実施 

期日前投票立会人として従事 

12 月 常時啓発事業の実施 

２月 
常任委員会の開催 

書道作品コンクールの開催 

 

小田原市明るい選挙推進協議会は次の団体で構成されています。 

 自治会総連合・地域婦人団体連絡協議会・公民館連絡協議会・ＰＴＡ連絡協議会・中学校長会 

・小学校長会・社会教育委員・青少年育成推進員協議会・老人クラブ連合会・子ども会連絡協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【投票率の高い投票区】 

順位 投票区 投票所名 有権者数 投票者数 投票率 

1 第 36 投票区 石橋公民館 198 人 164 人 82.83% 

2 第 1 投票区 第３区公民館 1,303 人 828 人 63.55% 

3 第 39 投票区 江之浦公民館 315 人 198 人 62.86% 

4 第 37 投票区 米神集会所 311 人 195 人 62.70% 

5 第 38 投票区 根府川公民館 576 人 361 人 62.67% 

 

小田原市明るい選挙推進協議会では活動内容の紹介、過去の白ばらなどを掲載しています。 

ぜひ一度、ご覧ください。 

①パソコン：市ホームページのトップページの「市の取り組み」をクリック 

→「選挙」の「明るい選挙」をクリック 

→「小田原市明るい選挙推進協議会」 

②携帯電話・スマートフォン：右側の QR コードを読込み 

小田原市明るい選挙推進協議会のホームページ 

平成２９年度 小田原市明るい選挙推進協議会の活動 

投票率の高い投票区 ＴＯＰ５ 

見る方法は 

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の街頭
啓発をフレスポ小田原シティモールで実施 

人 口 

 男 ９３，６１７人 
 女 ９８，５９４人 
 計 １９２，２１１人 

平成２９年１２月１日現在 

 
選挙人名簿登録者数 

 男  ７９，４７５人 
 女  ８４，０２５人 
 計 １６３，５００人 

平成２９年１２月１日現在 

平成２９年１０月２２日執行の衆議院議員総選挙（小選挙区）で投票率が高かった上位５投票区は、 

下表のとおりです。 

最も高い投票率だったのは、８２．８３％という驚異的な投票率を叩き出した第３６投票区でした！！ 


